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住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 (参考)

(４年１月１日) A B B/A ２年度の人件費率
人 千円 千円 千円 ％ ％

３年度 190,590 78,311,614 2,187,515 10,644,979 13.6 11.5
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三鷹市 東京都 類似団体平均 全国市平均

(103.9)
(104.2)(104.8)(104.1)

職員数 (参考)一人当たり (参考)類似団体平均

A 給料 職員手当 期末･勤勉手当      計    B    給与費　　　 B/A 一人当たり給与費
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

３年度 927 3,493,802 1,287,815 1,582,951 6,364,568 6,866 6,533

区分
給与費

三鷹市の給与・定員管理等について  

 

１  総括  

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算）  

   

 

 

 

( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

 

 

 

 

 

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数については、令和３年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員

（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。 

３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま

れているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

 

( 3 )ラスパイレス指数の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給

表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。 

２  （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス

指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する

ため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。  

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

づく地域手当支給率）により算出。）  

３  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものである。 

※  令和４年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②

３年連続で上昇している場合、③ 100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み  
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区分

三鷹市 41.4 歳

東京都 42.3 歳

国 42.7 歳

類似団体 41.8 歳

平均年齢 平均給料月額

316,577円 

316,417円 

461,086円 

453,549円 

405,851円 

398,484円 

平均給与月額
（国比較ベース）

平均給与月額

323,711円 ― 405,049円 

377,381円 420,454円 316,752円 

参考

対応する
民間の

類似職種

A/B

54.4 歳 52 人 － －

うち給食調理 53.2 歳 4 人 調理士 41.2 歳 1.31

うち一般用務 53.8 歳 28 人 用務員 49.1 歳 1.70

50.4 歳 1,275 人 － －

51.1 歳 2,114 人 － －

51.7 歳 98 人 － －

平均給与月額
(国比較ベース)

平均
年齢

職員数

383,931円 

401,812円 

333,650円 

－類似団体

三鷹市

－

－ －

－

405,463円 

国

東京都

368,159円 

－－

325,366円 390,189円 －

－

356,026円 

328,416円 

288,149円 

286,570円 

292,500円 

236,600円 

388,154円 

321,475円 

333,361円 

公務員 民間

区分

393,450円 

375,159円 

393,222円 

平均給与
月額(B)

平均
年齢

平均給料
月額

平均給与
月額(A)

うち給食調理 6,257,881 円 3,896,600 円

うち一般用務 6,625,879 円 3,187,900 円

三鷹市

1.61

区分

－

参    考

公務員(C) 民間(D) C/D

年収ベース(試算値)の比較

2.08

－－

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している(平成31～令和３年の３ヶ年平均）。

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもの

　ではない。

※　年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員において

　は前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

③東京都の給料表に準じているため  

  

(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①  給料表の見直し  

（給料表の改定実施時期）平成 29 年４月１日 

（内容）東京都の給料表に準拠した給料表に見直し。激変緩和の為、経過措置（現給保障）を実施 

②  地域手当の見直し  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

  （支給割合）国基準 10％に対し、三鷹市においては 15％を支給 

 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在） 

①  一般行政職  

   

 

 

 

 

 

②  技能労務職  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  
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総合職(大卒)

一般職(大卒)

高校卒

技能労務職 高校卒

183,700円 

－

145,600円 

143,000円 

186,700円 

182,200円 

－

区分 三鷹市 東京都 国

一般行政職

150,600円 

大学卒

145,600円 

183,700円 

大学卒 265,005 円 377,533 円 395,745 円 397,283 円

高校卒 － 円 － 円 － 円 324,300 円

高校卒 － 円 － 円 － 円 － 円

中学卒 － 円 － 円 － 円 － 円

経験年数25年 経験年数30年経験年数20年区分

一般行政職

技能労務職

経験年数10年

区分 標準的な職務内容
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

28 4.1  

114 16.9

154 22.8

160 23.8

219 32.4

職員数 構成比

人 ％

５級 部長・担当部長
人 ％

１級 主事
人 ％

２級 主任
人 ％

141,300 324,300

284,000 455,000

224,800 415,100

199,100 362,500

494,000 526,700

３級 係長・主査
人 ％

４級
課長・担当課長
課長補佐・副主幹

（注）１  「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均であ  

る。 

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間  

外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお  

いて明らかにされているものである。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時  

間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  

 

 (2) 職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）  

  

 

 

 

  

  

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）  

  

 

 

 

   

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１  三鷹市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  
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1級

32.4% 

1級

32.8% 

1級

40.4% 

2級

23.8% 

2級

23.4% 

2級

20.5% 

3級

22.8% 
3級

22.2% 

3級

20.0% 

4級

16.9% 

4級

17.7% 

4級

18.0% 

5級

4.1% 

5級

3.9% 

5級

3.4% 
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給

料

月

額

昇 給

国９級（課長）

国８級（困難室長）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）

国５級（課長補佐）

国４級（困難係長）

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員）

三鷹市 （R４）

国家公務員 （R４)
市５級（部長）

市４級（課長）

市３級（主査）

市２級（主任）

市１級（主事）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  平成２９年に７級制から５級制に変更している。（旧給料表の３級及び４級並びに５級及び  

６級をそれぞれ統合） 

 

(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在）  
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 1人当たり平均支給額  1人当たり平均支給額

千円 千円

 支給割合  支給割合  支給割合

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.40 月分 2.05 月分 2.40 月分 2.05 月分 2.40 月分 1.90 月分

(1.35) 月分 (1.00) 月分 (1.35) 月分 (1.00) 月分 (1.35) 月分 (0.90) 月分

 加算措置の状況  加算措置の状況  加算措置の状況
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算 3～20％ ・職務段階別加算  3～20％ ・役職加算  　 5～20％

・管理職加算     なし ・管理職加算     15～25％ ・管理職加算　10～25％

国

－
1,683

三  鷹  市 東  京  都

1,788

(3) 昇給への人事評価の活用状況（三鷹市）  

令和４年 4 月 2 日から令和５年 4 月 1 日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ．  人事評価を活用している ○  ○  

 

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分 ○  ○  ○  ○  

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ．  人事評価を活用していない   

   活用予定時期   

 

４ 職員の手当の状況  

 

 ( 1 )  期末手当・勤勉手当（令和３年度実績）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（三鷹市） 

令和４年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．  人事評価を活用している   

 

活用している成績率 
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率 ○  ○  ○  ○  

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ．  人事評価を活用していない   

   活用予定時期   
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（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

 勤続20年 23.0 月分 23.0 月分  勤続20年 23.0 月分 23.0 月分  勤続20年 19.6695 月分 24.586875 月分

 勤続25年 30.5 月分 30.5 月分  勤続25年 30.5 月分 30.5 月分  勤続25年 28.0395 月分 33.27075 月分

 勤続35年 43.0 月分 43.0 月分  勤続35年 43.0 月分 43.0 月分  勤続35年 39.7575 月分 47.709 月分

 最高限度 43.0 月分 43.0 月分  最高限度 43.0 月分 43.0 月分  最高限度 47.709 月分 47.709 月分

 その他の加算措置  その他の加算措置  その他の加算措置

   勧奨退職特例措置(2～20％加算)    定年前早期退職特例措置(2～20％加算)    定年前早期退職特例措置(2～45％加算)

 1人当たり平均支給額 1,790 千円 20,631 千円  1人当たり平均支給額 1,927 千円 22,101 千円

国三  鷹  市 東京都

支給実績(３年度決算)

支給職員１人当たり平均支給年額(３年度決算)

職員全体に占める手当支給職員の割合(３年度)

手当の種類(手当数)

主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

不快危険作業手当 生活福祉課職員
行旅病人及び行旅死亡人の
取扱業務に従事

0 千円 １回 3,000円

全職員
勤務時間外の災害時緊急出
動

95 千円 １回 1,500円

健康推進課職員
新型コロナウイルスの患者等に

接して行う業務に従事
148 千円 １日2,000円防疫等作業手当

243千円

7,823円

3.1％

3種類

緊急出動手当

手当の名称 支給実績（３年度決算）

 (2) 退職手当（令和４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

(3) 地域手当  

 

 

 (4) 特殊勤務手当  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 時間外勤務手当  

 

 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（〇年度決算）」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

 

 

 

 

 

599,294千円

578,926円

支給対象地域 支給率 国の制度(支給率)

三鷹市 15.0% 1,030 人 10％

支給対象職員数

支給実績（３年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額(３年度決算)

438,775 千円

498 千円

340,954 千円

386 千円

支 給 実 績 ( ３ 年 度 決 算 )

職員１人当たり平均支給年額(３年度決算)

支 給 実 績 ( ２ 年 度 決 算 )

職員１人当たり平均支給年額(２年度決算)
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【内容】
  扶養親族を有する職員に支給
【支給額】
 ・配偶者　        6,000円
　 ※課長職及び課長補佐職
　　 職員は3,000円
 ・子　　　  　    9,000円
 ・その他    　    6,000円
 ※満16歳年度初めから満22歳年度
    末までの子に対する加算額
         　        4,000円

支給区分、支給単価

【国】
 ・配偶者        6,500円
　・子　　　　　10,000円
 ・その他　　　　6,500円
　※満16歳年度初めから満22歳年度
　　末までの子に対する加算額
                 5,000円

【内容】
  満34歳に達する日以後の最初の３月
　31日までの間にある世帯主である職
　員に支給
【支給額】
 ・借家･借間    15,000円

支給対象者、支給単価

【国】
 ・借家･借間
   支給限度額  28,000円

【内容】
  通勤距離が片道２km以上あり、通
  勤のために交通機関や自動車等
  交通用具を利用する職員に支給
【支給額】
 ・交通機関等利用者
   原則として６箇月定期券額
　 支給限度額 55,000円/月
 ・交通用具利用者
   通勤距離に応じて支給
   １箇月分支給額 2,600～37,200円

支給要件、支給単価

【国】
 ・通勤距離が片道２km以上
   あること
 ・交通機関等利用者
   支給限度額 55,000円/月
 ・交通用具利用者
   １箇月分支給額
          2,000～31,600円

【内容】
  管理又は監督の地位にある職員
  に支給
【支給額】
 ・部長等　　  115,000円
 ・担当部長等　106,500円
 ・課長等  　 　89,000円
 ・担当課長等　 83,000円
 ・課長補佐等　 67,800円

支給対象者、支給割合

【国】
 ・本府省課長 130,300円 等

【内容】
  管理又は監督の地位にある職員
  が公務の運営の必要性等から週
  休日、休日に勤務した場合に支
  給
【支給額】
 ・部長等     12,000円/回
 ・課長等     10,000円/回
 ・課長補佐等  8,000円/回

支給単価

【国】
 ・支給単価
         6,000～18,000円

【内容】
  休日に勤務した場合に支給
【支給額】
  勤務１時間当たりの給与額
                     ×135/100

―同じ         ―            ―

円

異なる 840 千円 27,097 円

151,063異なる 千円 1,034,680

(３年度決算)

支給実績
(３年度決算)

支 給 職 員 １ 人 当 た り
平 均 支 給 年 額

円

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

通勤手当

管理職手当

異なる

管理職員
特別勤務

手当

休日勤務手当

扶養手当

住居手当 円異なる

66,673 千円

21,555 千円

異なる 千円93,496 114,719

205,146 円

192,456

 (6) その他の手当（令和４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  休日勤務手当の支給実績と職員１人当たり平均支給年額は、時間外勤務手当に含まれる。 
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市 長 1,030,000 円 1,130,000 円 ／ 834,700 円

副 市 長 870,000 円 930,000 円 ／ 716,400 円

教 育 長 810,000 円 ― ／ ―

議 長 640,000 円 724,000 円 ／ 463,000 円

副 議 長 580,000 円 660,000 円 ／ 420,000 円

議 員 550,000 円 606,000 円 ／ 400,000 円

市 長 (令和３年度支給割合)

副 市 長 4.40 月分

教 育 長

議 長 (令和３年度支給割合)

副 議 長 4.40 月分

議 員

(算定方式) (支給時期)

市 長 給料月額×在職年数×380/100 円 任期満了時

副 市 長 給料月額×在職年数×300/100 円 任期満了時

教 育 長 給料月額×在職年数×250/100 円 任期満了時

備 考

15,656,000

        (１期の手当額)

給
料

退
職
手
当 6,075,000

区  分
給    料    月    額    等

(参考) 類似団体における最高／最低額

報
酬

期
末
手
当

10,440,000

 

５  特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）１  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（市長 

及び副市長は４年、教育長は３年）勤めた場合における退職手当の見込額である。  
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(各年４月１日現在）

令和３年 令和４年

議 会 13人 13人 0人 

総 務 企 画 207人 213人 6人 

・市民参加活動拠点施設の開設、防災NPO設立準備、マイ

ナンバーカードセンターの開設、おくやみ窓口開設等に

よる増

税 務 67人 69人 2人 ・欠員解消、弾力配置

民 生 331人 351人 20人 
・旧どんぐり山施設利活用業務対応、子ども家庭支援セ

ンターりぼん体制強化、臨時特別給付金対応等による増

衛 生 51人 54人 3人 ・自宅療養者相談支援センター等による増

労 働 4人 4人 0人 

農 林 水 産 4人 4人 0人 

商 工 7人 8人 1人 ・欠員解消

土 木 113人 116人 3人 ・公共施設更新対応等による増

教 育 130人 128人 △2人 ・学校給食調理の民間委託化等による減

小 計 130人 128人 △2人 

水 道 0人 0人 0人 

下 水 道 20人 20人 0人 

そ の 他 51人 49人 △2人 ・欠員

小 計 71人 69人 △2人 

998人 1,029人 31人 

[1,015人] [1,015人] [0人]

普通会計の計

797人 832人 35人 

927人 

対前年

増減数
主な増減理由部      門

職員数

一 般 行 政

部 門

＜参考＞

　人口１万当たり職員数43.65人

　(類似団体の人口１万当たりの職員数44.60人)

＜参考＞

　人口１万当たり職員数50.37人

　(類似団体の人口１万当たりの職員数60.60人 )

＜参考＞

  人口１万当たり職員数53.99人
合    計

小 計

特 別 行 政

部 門

公 営 企 業 等

会 計 部 門

960人 33人 

６  職員数の状況  

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１  職員数は一般職に属する職員数である。  

２  [     ]内は、条例定数の合計である。 
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年度

部門別

775 778 783 786 797 832 57 (7.5%)

142 139 136 132 130 128 △14 (△8.1%)

917 917 919 918 927 960 43 (4.6%)

70 70 70 68 71 69 △1 (△1.5%)

987 987 989 986 998 1,029 42 (4.2%)

令和２年平成31年

教  育

公営企業等会計

総合計

普通会計　計

平成30年平成29年
過去５年間の

増減数（率）

一般行政

令和３年 令和４年

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
(令和４年)

0人 54人 85人 95人 119人 117人 98人 59人 137人 127人 126人 12人 1,029人

職員数
（５年前)

0人 32人 65人 129人 90人 92人 59人 161人 149人 118人 91人 1人 987人

区   分 計

( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

  

 

 

 

 

 

 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  
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№ 再就職先の団体名、役職名 氏名 再就職日

1
公益財団法人三鷹国際交流協会
常務理事

髙階　豊彦 令和元年7月1日

2
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団
常務理事

岩﨑　好高 令和3年4月1日

3
一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター
常務理事兼事務局長

吉田　克秀 令和3年4月12日

4
社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会
常務理事

岡本　弘 平成31年4月1日

5
社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
児童福祉担当理事

竹内　冨士夫 令和4年4月1日

6
社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
福祉Laboどんぐり山担当理事

馬男木　由枝 令和5年4月1日

7
社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
事務局長

海老澤　博行 平成30年4月1日

8
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター
理事

山口　忠嗣 令和元年7月1日

9
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター
参事

濱仲　純子 令和5年4月1日

10 三鷹市土地開発公社　常務理事 川口　幸雄 平成29年4月1日

11
特定非営利活動法人花と緑のまち三鷹創造協会
事務局長

小出　雅則 令和3年4月1日

12
株式会社まちづくり三鷹
取締役副社長　経営事業部長

田口　智英 令和4年4月1日

13
大沢住民協議会
事務局長

藤井　泰男 令和2年4月1日

14
三鷹市東部地区住民協議会
事務局長

遠藤　威俊 平成31年4月1日

15
三鷹市西部地区住民協議会
事務局長

宮﨑　望 令和2年4月1日

16
三鷹市井の頭地区住民協議会
事務局長

新藤　豊 令和5年4月1日

17
新川中原住民協議会
事務局長

大野　憲一 令和2年4月1日

18
連雀地区住民協議会
事務局長

桑名　茂 令和4年4月1日

19
三鷹駅周辺住民協議会
事務局長

立仙　哲也 令和元年7月1日

20
三鷹市体育協会
事務局長

田中　二郎 令和4年4月1日

21
三鷹市芸術文化協会
事務局長

加藤　直子 令和4年4月1日

22
ふじみ衛生組合
事務局長

荻原　正樹 令和3年4月1日

(注) １ 令和４年度末までに三鷹市を定年退職した課長職以上の職員のうち、三鷹市の外郭団体等に役員又は管理職と(注) １ 令和４年度末までに三鷹市を定年退職した課長職以上の職員のうち、三鷹市の外郭団体等に役員又は管理職と

して再就職した者（内容は、令和５年４月１日現在）を掲載しています。
２ No.１は平成28年４月１日から三鷹駅周辺住民協議会事務局長、令和元年７月１日から現職
３ No.３は令和３年４月１日から事務局長、令和３年４月12日から現職
４ No.５は平成28年４月１日から子ども・子育て担当理事、平成31年４月１日から常務理事、令和４年４月１日から
現職

５ No.８は平成29年４月１日から常務理事・事務局長、令和元年７月１日から現職

６ №.16は平成31年４月１日から株式会社まちづくり三鷹経営事業部市政窓口グループマネージャー、令和５年４月
１日から現職

７ No.19は平成31年４月１日から三鷹市芸術文化協会事務局長、令和元年７月１日から現職

 

 

７  その他  

 

 (1) 外郭等への定年退職者の再就職状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(注) １ 令和４年度末までに三鷹市を定年退職した課長職以上の職員のうち、三鷹市の外郭団体等に役員又は管理職と

して再就職した者（内容は、令和５年４月１日現在）を掲載しています。
２ No.１は平成28年４月１日から三鷹駅周辺住民協議会事務局長、令和元年７月１日から現職
３ No.３は令和３年４月１日から事務局長、令和３年４月12日から現職
４ No.５は平成28年４月１日から子ども・子育て担当理事、平成31年４月１日から常務理事、令和４年４月１日から
現職

５ No.８は平成29年４月１日から常務理事・事務局長、令和元年７月１日から現職

６ №.16は平成31年４月１日から株式会社まちづくり三鷹経営事業部市政窓口グループマネージャー、令和５年４月
１日から現職

７ No.19は平成31年４月１日から三鷹市芸術文化協会事務局長、令和元年７月１日から現職
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申立容認 申立棄却 却下 取下げ 計

勤務条件に関する措置の要求 0 0 － － － － 0 0 

処分取消 処分容認 却下 取下げ 計

不利益処分に関する不服申立て 0 0 － － － － 0 0 

令和４年度末
係属件数

区   分
令和４年度
当初係属件数

新規
申立件数

処理件数 令和４年度末
係属件数

区   分
令和４年度
当初係属件数

新規
申立件数

処理件数

市政全般に係る「気づき」「アイデア」等の
提案

概    要

(令和４年度実施)

職員提案
(延べ15人から27件

の応募)

３件について、実現に向けて取り組むこと
とする

(2) 公平委員会の報告事項  

 

 

 

 

 

 

(3) 職員提案制度の概要  

 

 

 

 

 


